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発明の完成から特許権の消滅
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特許権

１ 特許権の発生
特許権は設定の登録により発生
（６６条１項）

審査官，又は審判官による特許査定（５１
条）の後，３年分の特許料が納付されると特
許権の設定の登録が行われる（６６条２項）

特許原簿の閲覧により

・ 特許料の納付状況

・ 無効審判請求の有無

・ 権利関係（権利者，実施権，質権）

２ 特許権の属性
・私権
・財産権
・無体財産
・不安定性
（無効になる可能性がある）

・譲渡性
・国家による権利付与行為
により成立
・時間的な有限性（存続期間）
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構成要件 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ （範囲内）

断面が六角形（要件Ａ）の木製の軸
（Ｂ）を有し，当該軸の表面に塗料を

塗った（Ｃ）ことを特徴とする鉛筆（Ｄ）

○発明そのものが特許権の範囲ではないことに注意

○特許権の効力が及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）は

「特許請求の範囲」の記載に基づいて決定
（文章の表現次第で権利範囲が異なる）
■明細書中に記載されていても特許請求の範囲に記載されていない場合や，

特許請求の範囲の構成要件が異なる（又は欠けている）場合は，効力が及ば

ない

特許権の範囲

侵害品特許権

☆重要だけど理解され
ていないことが多い
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構成要件 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ （範囲内）

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ（範囲内）（利用発明）

Ａ＋Ｂ ＋Ｄ （範囲外）

ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ （範囲外）（例外あり）

利用発明（特許権の効力の制限）

権利者Ｘ（先願）Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

権利者Ｙ（後願）Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ

＋Ｅ
（消しゴム付）

Ｙの許諾がなければ，
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅを実施できない。

Ｘの許諾がなければ，
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅを実施できない。

特許権の範囲

断面が六角形（要件Ａ）の木製の軸
（Ｂ）を有し，当該軸の表面に塗料を

塗った（Ｃ）ことを特徴とする鉛筆（Ｄ）
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実 施：

発明について「実施」とは，次に掲げる行為

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては，その物の生産，使用，譲渡等（譲渡及び貸

渡しをいい，その物がプログラム等である場合には，電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）輸出若しくは輸入又は

譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては，その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては，前号に掲げるもののほか，その方法により生産し

た物の使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

業として：
事業としての意味で，必ずしも営利を目的とする場合に限らない。

個人的な実施，家庭的な実施を除く
国営の事業として行われる土木工事に特許に係る機械を使用することは，業としての実施

洗濯屋が電気洗濯機を使用するのは「業として」に該当し，電気洗濯機を家庭の主婦が使用
することは，「業として」に該当しない。

業として特許発明の実施
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特許権の効力が制限を受ける

制限を受ける場合 具体的な制限の内容

１．専用実施権が設定された場
合（６８条ただし書，７７条）

２．特許権の効力が及ばない法
定の範囲（６９条）

ａ．試験又は研究のためにする実施

ｂ．単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機・こ
れに付随する物

ｃ．特許出願の時から日本国内にある物

ｄ．医師，歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調
剤する医薬（混合医薬製造方法又は混合医薬）

３．他人の実施権を認めなけれ
ばならない場合

ａ．法定実施権（35条，79条，80条，81条，82条，176条）

ｂ．裁定実施権（83条，92条，93条)

４．他人の特許発明等と利用関
係である場合，又は意匠権・商標
権と抵触関係にある場合（７２条）

先願にかかる他人の特許発明，登録実用新案，登録意
匠又はこれに類似する意匠を利用しなければ実施できな
い場合，その特許発明は，先願の特許発明等と利用関
係にある
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法定実施権と裁定実施権

法定実施権

● 職務発明（３５条）

● 先使用（７９条） （先使用権）

● 無効審判登録前の実施（８０条）
（中用権）

● 意匠権存続期間満了前の実施
（８１条，８２条）

● 再審請求登録前の実施（１７６条）
（後用権）

裁定実施権

● 不実施（８３条）

● 利用発明又は抵触関係（９２条）

● 公益上（９３条）

☆
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特
許
権
者
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第
１
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８
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号

侵
害
（？
）者
（サ
ミ
ー
他
）

４．特許庁
アルゼの特許無効の審決

（2002年12月）

３．東京地裁
サミー他に対し84億円の賠償命令

（2002年3月）

２．サミー

無効審判請求

（2001年6月）

東京高裁
６．アルゼ

審決取り消し訴訟を提起
（2003年1月）

2002/3/20

日本経済新聞

2002/4/11

日本経済新聞

１．アルゼ

侵害訴訟提起

（1999年10月）

パチスロ事件
最高裁判所 ８．東京高裁

アルゼの請求を棄却（無効審決維持）
（2005年2月）

５．サミー
賠償命令を不服として控訴

（2002年3月）

７．最高裁
アルゼの請求を棄却（無効確定）

（2005年7月）
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並行輸入と消尽説

消尽説：

特許権者が対価を得て特許品を譲渡したときには，実施
の目的は達成され，特許権は消尽したので，侵害とはな
らないとする説。

正規代理店

国内販売業者

BBS

並行輸入業者

BBS事件

輸 入

並行輸入

販売

＜ドイツ＞ ＜日本＞

ＢＢＳは，自動車用アルミホイールについてドイツ及び日本の双方で特許権を有している。ドイツにおいてＢＢ
Ｓから正規に特許製品を購入した並行輸入業者が，これを我が国に輸入し，我が国において販売していた。

東京地裁

差止請求を
認める

東京高裁

差止請求を否
定

最高裁

高裁の結論を
支持

BBS
特許権侵害で並行
輸入業者を提訴

最高裁の判決

ドイツ国内で販売された際
，ドイツ国内専用品である
などの留保条件がないの
であれば，真正商品の並
行輸入は，特許権侵害を
構成しない。（平成９年７月１
日，平成７年（オ）第１９８８号）

提訴の理由

ドイツ国内での再
販売は特許権の
消尽に当たるが
，輸出はそれに
該当しない。

提訴 控訴 上告

10



6

特許権の技術的範囲
●特許発明の技術的範囲は，願書に添附した特許請求の範囲の記載に基いて定め
なければならない（７０条１項） （←これが原則）

●願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された
用語の意義を解釈する（７０条２項）。

この場合の明細書・図面は，最終の状態におけるもの。

●要約書の記載を技術的範囲の解釈において考慮してはならない（７０条３項）。

クレームクレーム

特許発明と一部
相違する後発品

技術の進歩

中心限定主義

特許請求の範囲の記載に
必ずしも拘泥することなく，こ
れを核として拡大した一定
の技術的範囲を権利範囲と
して認めようとする解釈の手
法

周辺限定主義

特許請求の範囲によって定
められる区画を原則として技
術的範囲の最大限として考え
る解釈の手法

均等論

特許発明の技術的範囲の解釈に
おいて，特許請求の範囲の文言の
厳格な文理解釈を超えて，特許請
求の範囲に記載された発明と均等
である発明は，技術的範囲に属する
という説

技術的範囲の解釈

☆
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ま と め

ご清聴 ありがとうございました。

杉 山 務
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特許訴訟  （憲法 32 条，76 条 2 項，裁判所法 3 条 2 項） 
第三十二条  何人も，裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 
第七十六条  すべて司法権は，最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属

する。  
２  特別裁判所は，これを設置することができない。行政機関は，終審として裁判を行うことができ

ない。 
裁判とは，法律に基づいて裁判所が判断を示すことであり，この判断には従うことが求められ，

納得できず不服であれば上級審である最高裁まで争うことができる。 

特許庁の処分に不服がある場合に，裁判所に訴えを起こすことは行政訴訟であり，権利を侵害さ

れた場合に起こす訴えは民事訴訟である。 

訴えの被告は，当事者系は相手方を被告とし，査定系は特許庁長官である。1 

行政訴訟  

 審決取消訴訟（178 条） 

  拒絶査定不服審決取消 

  特許無効審決取消 

  訂正審決取消 

延長登録無効審決取消 

異議取消決定取消 

民事訴訟 

 差止請求（100 条） 

 損害賠償請求（民 709 条） 

 信用回復措置請求（106 条） 

 不当利得返還請求（民 703 条） 

  

均等論 ボールスプライン事件 最判平成 7 年 3 月 7 日 

均等論を認める根拠 

出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想してクレームを記載することは極めて困難であり，クレ

ームに記載された構成の一部を出願後に明らかとなった物質・技術等に置換するのは容易である。

これを放置すると，発明の保護が図れないだけでなく，衡平の理念に反する 

均等の判断基準（次のすべてを満たす場合には，均等となる） 

(1)一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではない 
＜本質要件＞ 

(2)置き換えても，特許発明の目的を達し，同一の作用効果を奏する 
＜置換可能＞ 

(3)当業者がイ号製品の製造の時点において容易に想到することができる＜置換容易＞ 
(4)イ号製品が，特許発明の出願時の公知技術から容易に推考できない 

＜推考容易＞ 
(5)包袋禁反言に該当しないこと 

＜意識除外＞ 
 ★ イ号製品：侵害とされている製品 

                                                  
1 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては，特許庁長官を被告としなければならない。ただし，特許無効審判

若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものに

あつては，その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 
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特許法 70 条との関係2 
 特許権の効力の及ぶ範囲＝技術的範囲＝特許請求の範囲＋均等 

侵害訴訟における抗弁 

１ 差止特許請求権不存在確認の訴え 

２ 無効の抗弁：特許権に無効理由がある（104 条の 3）3 

３ 無効審判請求 

４ 自由技術水準の抗弁 

５ 技術的範囲の限定解釈 

 技術的範囲に属しないとの主張 

 (1) 特許請求の範囲の厳格解釈 

 (2) 明細書実施例限定 

 (3) 意識的除外（均等論） 

 (4) 選択発明 

特許権の制限 

１．専用実施権が設定された場合（68 条ただし書，77 条） 

２．特許権の効力が及ばない法定の範囲（69 条） 

ａ．試験又は研究のためにする実施 

ｂ．単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機・これに付随する物 

ｃ．特許出願の時から日本国内にある物 

ｄ．医師，歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬（混合医薬製造方法又は混

合医薬） 

３．他人の実施権を認めなければならない場合 

ａ．法定実施権（35 条，79 条，80 条，81 条，82 条，176 条） 

ｂ．裁定実施権（83 条，92 条，93 条) 

４．他人の特許発明等と利用関係である場合，又は意匠権・商標権と抵触関係にある場合（７２条） 

先願にかかる他人の特許発明，登録実用新案，登録意匠又はこれに類似する意匠を利用しなければ

実施できない場合，その特許発明は，先願の特許発明等と利用関係にあるという。 

 

                                                  
2 （特許発明の技術的範囲）第七十条 特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づい

て定めなければならない。 
3 （特許権者等の権利行使の制限）第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が

特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認め

られるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない。 


